
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体内で検査、治療又は処置などの医療行為を行うカプセル型医療装置において、
　
　 被検体外の外部磁力に磁気的に作用される磁石と、
　 前記磁石による回転運動を推進力に変換す 力発生部
と、
を具備し、
　 カプセル本体の長手中心軸上に本体重心を略一致させたことを特徴とするカプセル
型医療装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
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カプセル本体と、
前記カプセル本体に設けられ、
前記カプセル本体に設けられ、 る推

前記

前記カプセル本体の長手中心軸上の先端側に生体内の光学像を取り込み撮像する観察装
置を設けたことを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置。

前記カプセル本体の少なくとも一端近傍に前方又は前方斜視又は側視の観察視野方向を
有する観察装置を配置したことを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置。

前記カプセル型医療装置は、前記磁石と前記推力発生部とを有する第１のカプセル本体
と、
　前記観察装置を有する第２のカプセル本体と、



【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、体腔管路内を通過させて検査、治療又は処置が可能なカプセル型医療装置に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、カプセル型医療装置は、患者等の被検体に飲み込ませて体腔管路内を通過させ、検
査、治療又は処置が可能な飲み込み型の医療装置である。
上記カプセル型医療装置は、上記医療行為が可能な例えば、薬剤を散布可能な投薬部や鉗
子等の処置具、超音波や高周波による切開／凝固処置等を行う処置具部等を備えて構成さ
れ、体腔管路内の目的部位で上記医療行為を行うものである。しかしながら、上記カプセ
ル型医療装置は、体腔内管路内を誘導しなければ目的部位まで到達できなかったり、ただ
通過してしまうことになる。
【０００３】
これに対処するために、例えば、日本国特許第３０１７７７０号公報は、被検体外の外部
磁力に磁気的に作用される磁石を設けたカプセル型医療機器を提案している。
上記日本国特許第３０１７７７０号公報に記載のカプセル型医療装置は、外部磁力である
均一磁界によりカプセル本体の外周側に設けた磁石に対して垂直方向に一軸的に作用して
、回転することなく体腔内管路を誘導されて推進するように構成されている。
【０００４】
一方、これに対して日本国特許特開２００１－１７９７００（Ｐ２００１－１７９７００
Ａ）公報に記載されているカプセル型医療装置は、外部磁力である回転磁界によりカプセ
ル本体内部に設けた磁石に対して垂直方向及び水平方向に三軸的に作用して、回動自在に
回転することで推進力を得るものが提案されている。
上記日本国特許特開２００１－１７９７００（Ｐ２００１－１７９７００Ａ）公報に記載
のカプセル型医療装置は、回転することで推進力を得る推力発生部をカプセル本体に設け
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、上記日本国特許特開２００１－１７９７００（Ｐ２００１－１７９７０
０Ａ）公報に記載のカプセル型医療装置は、上記カプセル本体の回転に際して、このカプ
セル本体の内部構造等について考慮されていない。
　一般に、物体は、長手中心軸上に重心が略一致していないと、回転時に偏芯運動（

）を起こしてしまい、無駄な動きとなってしまう。
【０００６】
　このため、上記日本国特許特開２００１－１７９７００（Ｐ２００１－１７９７００Ａ
）公報に記載のカプセル型医療装置は、回転時に偏芯運動（ ）等の無駄な動き
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を備え、
　前記第１のカプセル本体と前記第２のカプセル本体とは、分割可能に構成されることを
特徴とする請求項３に記載のカプセル型医療装置。

前記カプセル本体の長手中心軸上に前記磁石の中心軸を略一致させたことを特徴とする
請求項１から４のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置。

前記カプセル本体の長手中心軸に対して略対称位置に前記磁石を複数配置したことを特
徴とする請求項１から４のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置。

前記推力発生部は、前記カプセル本体の外面に突出した螺旋状部であることを特徴とす
る請求項１から６のいずれか一つに記載のカプセル型医療装置。

ジグ
リング

ジグリング



を行ってしまい、管腔管路内をスムーズに目的部位まで到達することが困難となってしま
う虞れが生じる。
【０００７】
本発明は、これらの事情に鑑みてなされたものであり、偏芯運動等の無駄な動きをするこ
となく、管腔管路内をスムーズに目的部位まで到達可能なカプセル型医療装置を提供する
ことを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明の

【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
図１ないし図１４は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は本発明の第１の実施の形態
を備えた医療システムを示す全体構成図、図２は第１の実施の形態のカプセル型医療装置
を示す回路ブロック図、図３は図２のカプセル型医療装置の構成を示す構成図であり、図
３（ａ）はカプセル型医療装置の断面構成図、図３（ｂ）は同図（ａ）の先端側外観図、
図３（ｃ）は同図（ａ）の後端側外観図、図４は薬剤散布用のカプセル型医療装置を示す
構成図であり、図４（ａ）は薬剤散布用のカプセル型医療装置の外観説明図、図４（ｂ）
は同図（ａ）のカプセル型医療装置の先端側外観図、図５は処置具収納部及び超音波部を
有するカプセル型医療装置を示す説明図であり、図５（ａ）は螺旋溝を形成した弾性ゴム
カバーをカプセル本体に着脱自在に装着したカプセル型医療装置を示す説明図、図２１（
ｂ）は同図（ａ）の弾性ゴムカバーを示す斜視図、図６は進行方向の後方側に螺旋部を着
脱自在に設けると共に、観察装置を進行方向の後方側に設けて構成したカプセル型医療装
置を示す断面図であり、図６（ａ）はカプセル型医療装置の断面図、図６（ｂ）は同図（
ａ）の横断面図、図７は磁石を複数設け、カプセル本体の長手中心軸上に対称に配置して
構成したカプセル型医療装置を示す断面図であり、図７（ａ）はカプセル型医療装置の断
面図、図７（ｂ）は同図（ａ）の横断面図、図８は進行方向側に螺旋部を着脱自在に設け
ると共に、観察装置を進行方向の後方側に設けて構成したカプセル型医療装置を示す断面
図であり、図８（ａ）はカプセル型医療装置の断面図、図８（ｂ）は同図（ａ）の他の方
向から見た断面図、図９は内視鏡の処置具挿通用チャンネルに挿通したカプセル回収具に
より回収されるカプセル型医療装置を示す説明図であり、図９（ａ）は内視鏡の挿入部先
端部、カプセル回収具、カプセル型医療装置を示す説明図、図９（ｂ）は同図（ａ）の横
断面図、図１０は観察装置を配置した部分と、磁石及び螺旋部を配置した部分との２つに
カプセル本体を分割可能に構成したカプセル型医療装置を示す説明図であり、図１０（ａ
）は観察装置の観察視野方向が後方側のカプセル型医療装置を示す説明図、図１０（ｂ）
は観察装置の観察視野方向が後方斜視側のカプセル型医療装置を示す説明図、図１０（ｃ
）は観察装置の観察視野方向が後方側視側のカプセル型医療装置を示す説明図、図１１は
螺旋部を設けた部分を可撓性軟性部で形成したカプセル型医療装置を示す説明図であり、
図１１（ａ）は可撓性軟性部を有するカプセル型医療装置を示す説明図、図１１（ｂ）は
同図（ａ）の横断面図、図１２は他の可撓性軟性部を有するカプセル型医療装置を示す説
明図であり、図１２（ａ）は磁石を一体的にリング状に形成して構成したカプセル型医療
装置を示す説明図、図１２（ｂ）は同図（ａ）の横断面図、図１３は可撓性軟性部に螺旋
部を設けるのでなく、進行方向の後方側に設けて構成したカプセル型医療装置を示す説明
図であり、図１３（ａ）は螺旋部がカプセル本体の後方側のほぼ全周に亘って設けられて
いるカプセル型医療装置を示す説明図、図１３（ｂ）は、後方斜視可能なように螺旋部が
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カプセル型医療装置は、被検体内で検査、治療又は処置などの医療行為を行うカ
プセル型医療装置において、カプセル本体と、前記カプセル本体に設けられ、被検体外の
外部磁力に磁気的に作用される磁石と、前記カプセル本体に設けられ、前記磁石による回
転運動を推進力に変換する推力発生部と、を具備し、前記カプセル本体の長手中心軸上に
本体重心を略一致させたことを特徴とする。



カプセル本体の後方側の斜め半分に亘って設けられているカプセル型医療装置を示す説明
図、図１３（ｃ）は、後方側視可能なように螺旋部がカプセル本体の後方側の半分に亘っ
て設けられているカプセル型医療装置を示す説明図、図１４は可撓性軟性部をカプセル本
体に着脱自在に装着可能に構成したカプセル型医療装置を示す説明図であり、図１４（ａ
）は可撓性軟性部をカプセル本体に装着したカプセル型医療装置を示す外観説明図、図１
４（ｂ）は同図（ａ）の可撓性軟性部を示す外観説明図である。
【００１０】
図１に示すようにカプセル型医療装置１は、患者２の体腔管路内を通過中にカプセル制御
装置（以下、制御装置）３と電波を送受信して、この制御装置３の制御により検査、治療
又は処置が可能な医療システム４を構成している。
この医療システム４は、大腸用前処置（腸管洗浄）の後に、前記カプセル型医療装置１を
薬剤と同様に水などと一緒に飲んで、食道・十二指腸・小腸・大腸のスクリーニング検査
を行うものである。そして、この医療システム４は、前記カプセル型医療装置１が食道な
どの通過が早い場合、１０フレーム／秒位で画像を撮影し、小腸などの通過が遅い場合、
２フレーム／秒位で画像を撮影する。撮影した画像は、必要な信号処理とデジタル圧縮処
理後に前記制御装置３に画像転送し、必要な情報のみを動画として見て診断できるように
記録されるようになっている。
【００１１】
また、前記カプセル型医療装置１は、磁気誘導装置５を設けて医療システム４が構成され
ている。尚、図１中、磁気誘導装置５は、模式的に描かれている。
前記磁気誘導装置５は、前記カプセル型医療装置１がカプセル本体１Ａに設けた後述の磁
石に対して磁気的に作用するための回転磁界を形成するよう構成されている。また、前記
磁気誘導装置５は、前記制御装置３に接続され、形成する回転磁界の方向を制御されるよ
うになっている。
【００１２】
前記制御装置３は、カプセル型医療装置１及び磁気誘導装置５を制御する機能を備えたパ
ソコン本体１１と、このパソコン本体１１に接続され、コマンド、データ等の入力を行う
キーボード１２と、パソコン本体１１に接続され、画像等を表示する表示手段としてのモ
ニタ１３と、パソコン本体１１に接続され、カプセル型医療装置１を制御する制御信号の
発信及びカプセル型医療装置１からの信号を受信する体外アンテナ１４とを有する。
【００１３】
前記制御装置３は、カプセル型医療装置１及び磁気誘導装置５を制御する制御信号がキー
ボード１２からのキー入力或いはパソコン本体１１内のハードディスク等に格納された制
御プログラムに基づいて生成されるようになっている。
生成された磁気誘導装置５を制御する制御信号は、パソコン本体１１から図示しない接続
ケーブルを介して磁気誘導装置５へ伝達されるようになっている。
【００１４】
磁気誘導装置５は、伝達された制御信号に基づいて、方向を制御された回転磁界を形成す
るようになっている。そして、前記カプセル型医療装置１は、前記磁気誘導装置５で形成
された回転磁界に後述の磁石を磁気的に作用されてカプセル本体１Ａが回動自在に回転す
ることで、後述の推力発生部による体腔内での進行方向を誘導されると共に、推進するた
めの動力を得られるように構成されている。
【００１５】
一方、生成されたカプセル型医療装置１を制御する制御信号は、パソコン本体１１内の発
信回路を経て所定の周波数の搬送波で変調され、体外アンテナ１４から電波として発信さ
れるようになっている。
【００１６】
そして、カプセル型医療装置１は、後述の無線アンテナ２１で電波を受信し、制御信号が
復調され、各構成回路等へ出力するようになっている。
また、制御装置３は、カプセル型医療装置１の無線アンテナ２１から送信される映像信号
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等の情報（データ）信号を体外アンテナ１４で受信して、モニタ１３上に表示するように
なっている。
【００１７】
次に、図２及び図３を用いて本実施の形態のカプセル型医療装置の詳細構成について説明
する。尚、本実施の形態では、検査（観察）のみが可能なカプセル型医療装置である。
前記カプセル型医療装置１は、前記制御装置３と電波を送受信する無線アンテナ２１と、
この無線アンテナ２１で送受信する電波を信号処理する無線送受信回路２２と、体腔内を
照明するための照明光を発生するＬＥＤ（  Light Emitting Diode ）等の照明装置２３と
、この照明装置２３からの照明光で照明された体腔内の光学像を取り込み撮像する観察装
置２４と、この観察装置２４で撮像されて得た撮像信号に対してデジタル信号処理等を行
うデジタル信号処理回路２５と、電源電力を供給する電池等のバッテリ２６ａが収納され
るバッテリ部２６と、このバッテリ部２６から供給される電源電力をオンオフするスイッ
チ２７とから主に構成される。
【００１８】
前記無線送受信回路２２は、前記無線アンテナ２１で受信した制御装置３からの電波の搬
送波を選択的に抽出し、検波等して制御信号を復調して各構成回路等へ出力すると共に、
これら各構成回路等からの例えば、映像信号等の情報（データ）信号を所定の周波数の搬
送波で変調し、前記無線アンテナ２１から電波として発信するようになっている。
【００１９】
前記観察装置２４は、光学像を取り込む対物光学系３１と、この対物光学系３１で取り込
んだ光学像を撮像するＣＭＯＳ（  Complementary Metal-Oxide Semiconductor ）等の撮
像センサ３２と、この撮像センサ３２を駆動するための撮像駆動回路３３とから構成され
ている。
【００２０】
前記デジタル信号処理回路２５は、前記撮像センサ３２で撮像されて得た撮像信号を信号
処理してデジタル映像信号に変換するデジタル映像信号処理回路（以下、映像信号処理回
路）３４と、この映像信号処理回路３４で変換されたデジタル映像信号を圧縮処理するデ
ジタル圧縮処理回路（以下、圧縮処理回路）３５とから構成される。
【００２１】
前記バッテリ部２６は、収納されるバッテリ２６ａからの電源電力を前記スイッチ２７を
介して前記照明装置２３，前記デジタル信号処理回路２５及び前記無線送受信回路２２に
供給するようになっている。尚、前記観察装置２４は、前記デジタル信号処理回路２５を
介して前記バッテリ２６ａからの電源電力を供給されるようになっている。
【００２２】
また、前記カプセル型医療装置１は、上述したように前記磁気誘導装置５で形成される回
転磁界に作用されるための永久磁石（以下、単に磁石）３６を内蔵している。尚、ここで
使用する磁石は、ネオジウム磁石、サマリウムコバルト磁石、フェライト磁石、鉄・クロ
ム・コバルト磁石、プラチナ磁石、アルニコ（ AlNiCo）磁石などの永久磁石である。ネオ
ジウム磁石、サマリウムコバルト磁石などの希土類系磁石は、磁力が強く、カプセルに内
蔵する磁石を小さくできるメリットがある。一方、フェライト磁石は、安価であるという
メリットがある。更に、プラチナ磁石は、耐腐食性が優れており、医療用に適している。
【００２３】
また、カプセル本体１Ａに内蔵する磁石３６は、永久磁石に限らず、コイルで形成される
ものでも良い。この場合、カプセル本体１Ａは、内蔵電池等の電源からの電流によってコ
イルに磁力を発生させても良いし、内蔵コンデンサなどに一次的に蓄積した電力でコイル
を磁石化させる方法でも良い。更に、カプセル本体１Ａは、内蔵電源でなく、内部コイル
によって発電させ、この電力をコンデンサに蓄えて別のコイルを磁石化させる方法でも良
い。この場合、カプセル本体１Ａは、内蔵電池の容量制限が無くなり、長時間の稼動が可
能になる。尚、発電用のコイルと磁石用のコイルとは、兼用しても良い。
【００２４】
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図３（ａ）～（ｃ）に示すように前記カプセル型医療装置１は、例えば、透明な本体外装
部材４１により気密に覆われた円筒状のカプセル本体１Ａを有して構成され、上述した照
明装置２３，観察装置２４等の内蔵物を配置されている。更に、具体的に説明すると、前
記カプセル型医療装置１は、カプセル本体１Ａの先端側中央部に前記観察装置２４を構成
する前記対物光学系３１が配置され、この対物光学系３１の結像位置に前記撮像センサ３
２が配置されている。
【００２５】
前記撮像センサ３２の周囲には、前記撮像駆動回路３３が配置されている。この撮像駆動
回路３３及び前記撮像センサ３２の基端側には、前記デジタル信号処理回路２５が配置さ
れている。このデジタル信号処理回路２５の基端側には、前記無線送受信回路２２が配置
されている。
【００２６】
また、前記対物光学系３１の周囲には、前記照明装置２３が配置されており、前記本体外
装部材４１を介してカプセル本体１Ａ前方を照明するようになっている。尚、図３中、前
記照明装置２３は、例えば４つのＬＥＤが配置されている。
【００２７】
前記無線送受信回路２２の後部には、前記バッテリ部２６が設けられ、このバッテリ部２
６に例えば、３つの釦電池等のバッテリ２６ａが収納されている。前記バッテリ部２６は
、前記スイッチ２７が図示しない外部からの操作で連通されると、このスイッチ２７を介
して電源電力が供給されるようになっている。前記バッテリ部２６の後部側は、前記磁石
３６が配置されると共に、前記無線アンテナ２１が配置されている。
【００２８】
前記カプセル型医療装置１は、上述した内蔵物を図示しない金属リング補強部材などの筒
状部材により補強保持されて前記本体外装部材４１に配置されている。尚、前記カプセル
型医療装置１は、カプセル本体１Ａを患者２が容易に飲み込み可能な大きさに形成されて
いる。
【００２９】
また、前記カプセル型医療装置１は、前記磁石３６がカプセル本体１Ａの長手中心軸に対
して直角方向に磁化方向を有して配置される。このことにより、前記カプセル型医療装置
１は、前記磁気誘導装置５で形成された回転磁界に前記磁石３６が作用すると、この磁石
３６が受ける作用によりカプセル本体１Ａが回転するようになっている。
【００３０】
また、前記カプセル型医療装置１は、前記カプセル本体１Ａの外周面に推力発生部として
、体腔内のガスや体液等の流体が前後に連通可能な螺旋溝３７ａを形成した螺旋部３７が
設けられている。このことにより、前記カプセル型医療装置１は、前記カプセル本体１Ａ
の回転に伴い、前記螺旋溝３７ａに体腔内のガスや体液等の流体が連通することで、回転
力が推進力に変換されて、進退動可能になっている。また、螺旋突起部３７ｂは、体腔内
壁に接触しても粘膜を損傷することがないように滑らかに仕上げられており、この突起部
と粘膜との接触摩擦力が更に大きな推進力となるように構成してある。
【００３１】
尚、前記カプセル型医療装置１は、回転磁界の回転に伴い前記磁石３６の回転平面と回転
磁場の回転平面とが一致するように前記カプセル本体１Ａが回転しながら進行方向（向き
）を変更するようになっている。
【００３２】
　ここで、カプセル型医療装置１は、カプセル本体１Ａの長手中心軸３８上に重心が略一
致していないと、カプセル本体１Ａが偏心運動（ ）をして無駄な動きを起こし
てしまう。
【００３３】
　本実施の形態では、カプセル型医療装置１は、最も重い釦電池等のバッテリ２７ａを長
手中心軸３８上に配置すると共に、前記磁石３６をカプセル本体１Ａの長手中心軸３８上
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に配置し、カプセル本体１Ａの長手中心軸３８上に重心を略一致させるように構成してい
る。このことにより、カプセル型医療装置１は、カプセル本体１Ａが偏芯運動（

）等の無駄な動きをすることなく、管腔管路内をスムーズに目的部位まで到達可能に構
成される。
【００３４】
次に、本実施の形態のカプセル型医療装置１による動作を以下に説明する。
図１に示すように、患者２の例えば胃５１内部等の体腔管路内を長時間にわたり観察する
必要がある場合、操作者は、カプセル型医療装置１を患者２に飲み込ませ、胃５１内を通
過させる状態にする。尚、このとき、操作者は、患者２に飲み込ませる直前に予め、カプ
セル型医療装置１のスイッチ２７をオンし、バッテリ部２６のバッテリ２６ａの電源電力
が照明装置２３、観察装置２４、デジタル信号デジタル信号処理回路２５，無線送受信回
路２２へ伝達されるようにする。と同時に、操作者は、磁気誘導装置５を起動（オン）し
、この磁気誘導装置５の形成する回転磁界により体腔管路内においてカプセル型医療装置
１が目的部位に到達するよう磁気的に制御する。
【００３５】
上述したようにカプセル型医療装置１は、磁気誘導装置５の形成する回転磁界に磁石３６
が作用すると、この磁石３６が受ける作用によりカプセル本体１Ａが回転する。そして、
カプセル型医療装置１は、螺旋部３７の螺旋溝３７ａに連通する体腔内のガスや体液等の
流体により、カプセル本体１Ａの回転力が推進力に変換されて進退動する。更に、カプセ
ル本体１Ａは、体腔内壁と接触したとき、この体腔内壁の粘膜と螺旋突起部３７ｂとの間
の摩擦力が大きな推進力に変換されて進退動する。また、カプセル型医療装置１は、回転
磁界の回転に伴い、磁石３６の回転平面と回転磁場の回転平面とが一致するようにカプセ
ル本体１Ａが回転しながら進行方向（向き）を変更される。
【００３６】
このとき、カプセル型医療装置１は、カプセル本体１Ａが偏芯運動等の無駄な動きをする
ことなく、管腔管路内をスムーズに目的部位まで到達可能である。
【００３７】
そして、カプセル型医療装置１は、口腔５２から食道５３を通過し、胃５１内部へ到達す
る。このとき、食道５３は、例えば長径が約１６ｍｍ、短径が約１４ｍｍであるのでカプ
セル型医療装置１は、その外径が１４ｍｍ以下の略円形断面にしておけば、容易に通過可
能である。
【００３８】
そして、胃５１内部を観察する必要がある場合、操作者は、制御装置３の例えばキーボー
ド１２から観察開始のコマンドに対応するキー入力を行う。すると、このキー入力による
制御信号は、制御装置３の体外アンテナ１４を経て電波で放射されてカプセル型医療装置
１側に送信される。
カプセル型医療装置１は、無線アンテナ２１で受信した信号により、動作開始の信号を検
出し、無線送受信回路２２、照明装置２３、観察装置２４、デジタル信号処理回路２５等
が駆動する。
【００３９】
照明装置２３は、観察装置２４の視野方向に照明光を出射し、照明された部分の視野範囲
の光学像が観察装置２４の撮像センサ３２に結像されて光電変換されて撮像信号を出力す
る。この撮像信号は、デジタル信号処理回路２５の映像信号処理回路３４でデジタル映像
信号に変換された後、圧縮処理回路３５で圧縮処理されて無線送受信回路２２で変調され
、無線アンテナ２１から電波で放射される。
【００４０】
この電波は、制御装置３の体外アンテナ１４で受信され、パソコン本体１１内の受信回路
で復調され、パソコン本体１１内のＡ／Ｄコンバータでデジタル信号に変換され、メモリ
に格納されると共に、所定の速度で読み出されモニタ１３に撮像センサ３２で撮像された
光学画像がカラー表示される。操作者は、この画像を観察することにより、患者２の胃５
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１内部を観察することができる。この観察画像を見ながら、体外のジョイスティックなど
の操作手段を用いて、胃内全域の観察が行えるように外部磁力のかけ方を容易にコントロ
ールできる。尚、この光学画像は図示しない画像記録装置に記録することもできる。
【００４１】
胃５１内の観察が終了した後、カプセル型医療装置１は、上述したように磁気誘導装置５
で形成される回転磁界により、磁気的に誘導されて、胃５１から十二指腸５４、図示しな
い小腸、大腸を経由し、肛門から取り出される。この間、カプセル型医療装置１は、消化
管全体の内部を観察することが可能である。
【００４２】
　この結果、本実施の形態のカプセル型医療装置１は、カプセル本体１Ａが偏芯運動（

）等の無駄な動きをすることなく、管腔管路内をスムーズに目的部位まで到達す
ることができる。
　また、本実施の形態のカプセル型医療装置１は、無駄な動きがない分、磁気誘導効率が
良くなり、カプセル本体内、体外両方又は一方の磁石を小型化できるという大きな効果が
ある。
【００４３】
また、カプセル型医療装置は、図４に示すように治療又は処置が可能なようにに薬剤散布
用に構成しても良い。即ち、前記カプセル型医療装置６０は、カプセル本体６０Ａ内の薬
剤収納部６１に収納した薬剤を散布可能なように先端側に設けた薬剤散布用開口部６１ａ
を設けて構成されている。
【００４４】
更に、前記カプセル型医療装置６０は、体液採取用に構成されている。即ち、前記カプセ
ル型医療装置６０は、カプセル本体６０Ａ内の体液収納部６２に体液を採取可能なように
体液注入用開口部６２ａを後端側に設けて構成されている。尚、これら開口部６１ａ，６
２ａの開閉は、上記第１の実施の形態で説明した制御装置３からの通信制御により行われ
る。このことにより、前記カプセル型医療装置６０は、目的部位にて薬剤収納部６１の薬
剤を薬剤散布用開口部６１ａから放出して散布可能であると共に、体液収納部６２に体液
注入用開口部６２ａから体液を採取可能である。
【００４５】
また、薬剤収納部６１は、薬剤の他に出血を止める止血剤、出血部位を外部から判別可能
にするための生体に安全な磁性流体や蛍光剤などを収納して目的部位で散布するようにし
ても当然良い。
また、前記カプセル型医療装置６０は、前記体液注入用開口部６２ａから取り込んだ体液
に薬剤収納部６１の薬剤を混ぜて薬剤散布用開口部６１ａから放出して散布可能に構成し
ても良い。尚、カプセル型医療装置６０は、図示しないが上記第１の実施の形態と同様に
カプセル本体の長手中心軸３８上に重心を略一致させる構成としている。
【００４６】
また、カプセル型医療装置は、図５に示すように外装部材として螺旋溝を形成した弾性ゴ
ムカバーを前記カプセル本体に着脱自在に装着可能に構成しても良い。即ち、図５（ａ）
，（ｂ）に示すようにカプセル型医療装置７０は、螺旋溝７１ａを形成した弾性ゴムカバ
ー７１をカプセル本体７０Ａに着脱自在に装着可能に構成されている。このことにより、
前記カプセル型医療装置７０は、前記弾性ゴムカバー７１の螺旋溝７１ａを介してガスや
体液等の流体が先端側及び後端側に連通するようになっている。
【００４７】
また、前記カプセル型医療装置７０は、治療又は処置が可能なように処置具収納部７２を
前記カプセル本体７０Ａに有し、この先端側に処置具用開口部７２ａを形成している。こ
の処置具開口部７２ａは、例えば、胃液で消化されるゼラチンや腸液で消化される脂肪酸
膜等から形成される溶解膜を埋設して塞いでいる。そして、前記カプセル型医療装置７０
は、目的部位付近に到達したら前記処置具開口部７２ａが開口するようになっている。
【００４８】
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そして、前記処置具収納部７２に収納される処置具７３は、その先端側を前記処置具用開
口部７２ａから突没自在で、体腔内管路の目的部位に対して治療又は処置が可能である。
前記処置具７３は、上記第１の実施の形態で説明した制御装置３からの通信制御により動
作制御が行われる。尚、前記処置具７３の具体的な動作制御は、パソコン本体１１に接続
される図示しないジョイスティックやマウスなどの操作手段で行うように構成しても良い
。
【００４９】
尚、図５（ａ）中、前記処置具７３は、止血用薬剤を注入可能な注射針である。この場合
、前記カプセル型医療装置７０は、図示しない血液センサや前記観察装置２４で出血部位
を確認後、前記制御装置３からの通信制御により、カプセル本体７０Ａの内部に収納した
止血剤注入注射針等の処置具７３の動作を指示し、止血剤であるエタノールや粉末薬品を
出血部位に散布して止血するようになっている。
【００５０】
更に、また、前記カプセル型医療装置７０は、検査が可能なように超音波部７４を前記カ
プセル本体に有して構成されている。前記超音波部７４は、図示しないが超音波を送受信
する超音波探触子及びこの超音波探触子を制御駆動する超音波制御回路を有して構成され
ている。
【００５１】
前記カプセル型医療装置７０は、前記カプセル本体７０Ａの後端側外面に図示しない音響
レンズ部が位置されるように超音波探触子を水密に配置しており、この後端側で例えば３
６０°の超音波断層像を得られるように構成されている。
そして、前記カプセル型医療装置７０は、得られた超音波断層像のデータを上記第１の実
施の形態で説明した観察画像と同様に無線送受信回路２２で変調され、無線アンテナ２１
から電波で放射される。これにより、前記カプセル型医療装置７０は、小腸５５等体腔内
深部の深さ方向の異常の有無の診断が可能となっている。尚、前記カプセル型医療装置７
０は、前記観察装置２４と両方を備える構成にすれば、体腔内表面と深部との両方の診断
が一度に可能である。
【００５２】
また、前記カプセル型医療装置７０は、胃内，小腸から口側へ、又は大腸から肛門側へ検
査後に引き抜くための軟性プラスティックなどで体腔粘膜を損傷しないように軟らかさと
太さ及び強度を兼ね備えた紐７５を前記カプセル本体７０Ａに取り付けて構成されている
。この紐７５は、カプセル本体７０Ａの回転推進に邪魔にならない程度に軟らかく形成さ
れている。尚、この紐７５は、基端側を結んで体外に固定して用いるようになっている。
尚、カプセル型医療装置７０は、図示しないが上記第１の実施の形態の形態と同様にカプ
セル本体７０Ａの長手中心軸３８上に重心を略一致させる構成としている。
【００５３】
また、カプセル型医療装置は、カプセル本体の進行方向の後方側に前記螺旋部３７及び前
記観察装置２４を設けて構成しても良い。即ち、図６に示すようにカプセル型医療装置８
０は、カプセル本体８０Ａの進行方向の後方側に前記螺旋部３７を着脱自在に設けると共
に、前記観察装置２４を前記照明装置２３と共にカプセル本体８０Ａの進行方向の後方側
に設けて構成される。
また、図７に示すようにカプセル型医療装置８１は、前記磁石３６を複数設け、カプセル
本体１Ａの長手中心軸３８上に対称に配置して構成しても良い。
【００５４】
また、カプセル型医療装置は、図８に示すようにカプセル本体の進行方向側に前記螺旋部
３７を着脱自在に設けると共に、前記観察装置２４をカプセル本体の進行方向の後方側に
設けて構成しても良い。
即ち、図８（ａ）に示すようにカプセル型医療装置８３は、カプセル本体８３Ａの進行方
向側に螺旋部３７を着脱自在に設けると共に、前記観察装置２４を前記照明装置２３と共
にカプセル本体８３Ａの進行方向の後方側に設けて構成されている。尚、符号２７Ｂは、
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バッテリ部２６のバッテリ２６ａから供給される電源電力をオンオフするスイッチである
。
尚、図８（ｂ）は、同図（ａ）の他の方向から見た断面図である。
図８（ｂ）に示すようにカプセル型医療装置８３は、前記磁石３６をカプセル本体８３Ａ
の長手中心軸３８と平行に設けている。カプセル型医療装置８３は、前記磁石３６の下部
に前記デジタル信号処理回路２５、前記無線送受信回路２２を配置している。
【００５５】
また、前記カプセル型医療装置８３は、図９（ａ），（ｂ）に示すように内視鏡８４の処
置具挿通用チャンネル８５に挿通したカプセル回収具８６により回収されるようになって
いる。
内視鏡８４は、前記処置具挿通用チャンネル８４ａにカプセル回収具８５を挿通可能であ
る。尚、符号８７は、内視鏡８４の挿入部先端部８４ａに設けた観察装置である。この観
察装置８７は、対物光学系８７ａ及びこの対物光学系８７ａの結像位置に設けた撮像部８
７ｂで構成されている。
前記カプセル回収具８５は、可撓性で棒状に形成され、この先端側に前記カプセル型医療
装置８３を回収するための磁石８８を内蔵している。また、前記カプセル回収具８５は、
前記カプセル型医療装置８３が前記磁石８８に捉えられた際に、前記カプセル本体８３Ａ
の螺旋部３７が邪魔にならないように凹部８９を形成している。
【００５６】
また、図１０に示すようにカプセル型医療装置９０は、前記観察装置２４を配置した部分
と、前記磁石３６及び前記螺旋部３７を配置した部分との２つにカプセル本体９０Ａを分
割可能に構成しても良い。このことにより、カプセル型医療装置９０は、図１０（ａ）に
示す観察装置２４の観察視野方向が後方側のものと、図１０（ｂ）に示す観察装置２４の
観察視野方向が後方斜視側のものと、図１０（ｃ）に示す観察装置２４の観察視野方向が
後方側視側のものと、用途に合わせて取り換えることが可能である。
【００５７】
また、カプセル型医療装置は、図１１に示すように前記螺旋部３７を設けた部分を細長で
可撓性の例えば、弾性ゴム等の可撓性軟性部で形成しても良い。
即ち、図１１（ａ）に示すようにカプセル型医療装置１００は、前記螺旋部３７を設けた
部分を細長で可撓性の可撓性軟性部１０１に形成すると共に、磁石３６ａ、３６ｂの２つ
を長手中心軸３８に対して対称に配置して構成されている。尚、この場合、図１１（ｂ）
に示すようにカプセル型医療装置１００は、前記観察装置２４の周囲にリング状に複数の
ＬＥＤを配置して前記照明装置２３を構成しても良い。
また、前記可撓性軟性部１０１を有するカプセル型医療装置１００は、図１２（ａ），（
ｂ）に示すように前記磁石３６を一体的にリング状に形成して構成しても良い。
【００５８】
また、図１３に示すようにカプセル型医療装置１１０は、前記可撓性軟性部１０１に前記
螺旋部３７を設けるのでなく、進行方向の後方側に設けて構成しても良い。
この場合、カプセル型医療装置１１０は、図１３（ａ）に示すように観察装置２４の観察
視野方向が後方側のものと、図１３（ｂ）に示す観察装置２４の観察視野方向が後方斜視
側のものと、図１３（ｃ）に示す観察装置２４の観察視野方向が後方側視側のものと、用
途に合わせて取り換えることが可能である。
【００５９】
尚、図１３（ａ）に示すカプセル型医療装置１１０は、前記螺旋部３７がカプセル本体１
１０Ａの後方側のほぼ全周に亘って設けられている。また、図１３（ｂ）に示すカプセル
型医療装置１１０は、後方斜視可能なように前記螺旋部３７がカプセル本体１１０Ａの後
方側の斜め半分に亘って設けられている。また、図１３（ｃ）に示すカプセル型医療装置
１１０は、後方側視可能なように前記螺旋部３７がカプセル本体１１０Ａの後方側の半分
に亘って設けられている。
【００６０】
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また、カプセル型医療装置は、図１４に示すように可撓性軟性部をカプセル本体に着脱自
在に装着可能に構成しても良い。図１４（ａ）に示すようにカプセル型医療装置１２０は
、可撓性軟性部１２１をカプセル本体１２０Ａに着脱自在に装着可能に構成されている。
前記可撓性軟性部１２１は、図１４（ｂ）に示すように軟らかいので容易に屈曲可能であ
る。
【００６１】
　尚、本実施の形態では、制御装置３と送受信する無線アンテナ２１を有し、体腔管路内
を通過させて前記制御装置３の制御により、検査、治療又は処置が可能なカプセル型医療
装置に本発明を適用して構成しているが、本発明 これに限定されず、無線アンテナ２１
を設けることなく、体腔管路内を通過させて体外から回収後に光学画像等の情報（データ
）を取り出すカプセル型医療装置に本発明を適用して構成しても構わない。
【００６２】
（第２の実施の形態）
図１５ないし図２１は本発明の第２の実施の形態に係り、図１５は本発明の第２の実施の
形態のカプセル型医療装置を示す説明図、図１６は図１５のカプセル型医療装置の管腔内
部での動作を示す説明図、図１７は管腔臓器の最大径に対して、カプセル本体の硬質長と
可撓性軟性部の軟質長との関係を示す説明図、図１８は図１５のカプセル型医療装置の管
腔臓器内の屈曲部や細径部等での動作を示す説明図、図１９は可撓性軟性部の外周面に針
金状部材を接着固定して螺旋部を形成したカプセル型医療装置を示す外観図、図２０は可
撓性軟性部をボール状の磁石を内蔵して形成したボール状突起部を複数形成して構成した
カプセル型医療装置を示す説明図、図２１は図２０のカプセル型医療装置の管腔内部での
動作を示す説明図である。
【００６３】
本第２の実施の形態は、可撓性軟性部をカプセル本体に着脱自在に装着可能に構成する。
それ以外の構成は、上記第１の実施の形態とほぼ同様なので説明を省略し、同じ構成には
同じ符号を付して説明する。
【００６４】
即ち、図１５に示すように本発明の第２の実施の形態の形態のカプセル型医療装置１５０
は、可撓性軟性部１５１を更に細長く形成し、カプセル本体１５０Ａに着脱自在に装着可
能に構成されている。
【００６５】
前記可撓性軟性部１５１は、長手中心軸３８上に前記磁石３６を内蔵し、基端側に前記カ
プセル本体１５０Ａを装着可能な装着部１５１ａが形成されている。そして、前記可撓性
軟性部１５１は、前記カプセル本体１５０Ａに装着されてカプセル型医療装置１５０を構
成する。また、カプセル型医療装置１５０は、図示しないが上記第１の実施の形態の形態
と同様にカプセル本体１５０Ａの長手中心軸３８上に重心を略一致させる構成としている
。
そして、カプセル型医療装置１５０は、図１６に示すように管腔内部で前記可撓性軟性部
１５１が進行方向をさぐりながら移動するようになっている。
【００６６】
尚、前記カプセル型医療装置１５０は、図１７に示すように大腸などの管腔臓器の最大径
Ｌに対して、カプセル本体１５０Ａの硬質長Ｌ１と前記可撓性軟性部１５１の軟質長Ｌ２
との関係がＬ１＜Ｌ＜Ｌ１＋Ｌ２となるように構成されても良い。
この場合、カプセル型医療装置１５０は、管腔臓器の最大径Ｌより長い、しかも硬質長が
短いので、進行方向の向きが管腔内で変わらず、また、前記磁石３６による回転力が推進
力にそのまま変換されるので、回転力を推進力に効率良く変換でき、スムーズに管腔内を
移動可能である。
【００６７】
また、カプセル型医療装置１５０は、図１８に示すように小腸や大腸などの管腔臓器内の
屈曲部や細径部等で前記磁石３６による回転をしながら、前記可撓性軟性部１５１で進行
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方向をこじあけるように入り込むことができ、それに続くカプセル本体１５０Ａも容易に
通過させることが可能である。
【００６８】
また、図１９に示すようにカプセル型医療装置１６０は、可撓性軟性部１６１の外周面に
針金状部材１６２を接着固定して前記螺旋部３７を形成しても良い。これにより、前記カ
プセル型医療装置１６０は、前記螺旋部３７を前記可撓性軟性部１６１に設けるのが容易
である。
【００６９】
また、カプセル型医療装置１７０は、図２０に示すように可撓性軟性部１７１をボール状
の磁石１７２ａを内蔵して形成したボール状突起部１７２を複数形成して構成しても良い
。これにより、前記カプセル型医療装置１７０は、図２１に示すように前記可撓性軟性部
１７１が軟らかいので、回転しながら小腸や大腸等の管腔内臓器の屈曲部の奥まで入って
いくことが可能である。
【００７０】
（第３の実施の形態）
図２２及び図２３は本発明の第３の実施の形態に係り、図２２は本発明の第３の実施の形
態のカプセル型医療装置を示す説明図、図２３は図２２のカプセル型医療装置の変形例を
示す説明図である。
【００７１】
本第３の実施の形態は、カプセル本体を先端側硬質部と後端側硬質部との２つ設け、これ
ら２つの硬質部を例えば、図示したような外形が滑らかに変化するウレタン、シリコンゴ
ムなどの軟らかい弾性材で覆った紐状部材で接続して構成する。それ以外の構成は、上記
第１の実施の形態とほぼ同様なので説明を省略し、同じ構成には同じ符号を付して説明す
る。
【００７２】
即ち、図２２に示すように本第３の実施の形態のカプセル型医療装置２００は、カプセル
本体２００Ａを先端側硬質部２０１と後端側硬質部２０２との２つ設け、これら２つの硬
質部２０１，２０２を紐状部材２０３で接続して構成される。尚、カプセル型医療装置２
００は、図示しないが上記第１の実施の形態の形態と同様にカプセル本体２００Ａの長手
中心軸３８上に重心を略一致させる構成としている。
【００７３】
また、前記カプセル型医療装置２００は、前記先端側硬質部２０１と前記後端側硬質部２
０２との両方に前記螺旋部３７を設けている。また、前記観察装置２４は、前記後端側硬
質部２０２の先端側で前方斜視の観察視野方向を有するように構成されている。このこと
により、前記カプセル型医療装置２００は、管腔に密着しても、良好な観察視野を得られ
る。尚、前記カプセル型医療装置２００は、先端側硬質部２０１に形成した突出部の一部
も前記観察装置２４の観察視野に入るため、この観察視野に入る部分に前記磁石３６の配
置（極性）が判る指標を設けている。
【００７４】
また、図２３に示すようにカプセル型医療装置２１０は、前記螺旋部３７を設けた先端側
硬質部２０１と後端側硬質部２０２との両方に前記磁石３６と、前記観察装置２４及び前
記照明装置２３とを設けて構成しても良い。この場合、前記カプセル型医療装置２１０は
、どちらか一方の螺旋部３７が、管腔内壁や体腔内流体と接触すれば、他の螺旋部３７の
接触の有無にかかわらず確実に推進力を生じさせることが可能となる。
【００７５】
尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【００７６】
［付記］
（付記項１）　被検体内で検査、治療又は処置などの医療行為を行うカプセル型医療装置
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において、
被検体外の外部磁力に磁気的に作用される磁石と、
前記磁石による回転運動を推進力に変換するための推力発生部と、
を具備し、カプセル本体の長手中心軸上に本体重心を略一致させたことを特徴とするカプ
セル型医療装置。
【００７７】
（付記項２）　前記カプセル本体の長手中心軸上に前記磁石の中心軸を略一致させたこと
を特徴とする付記項１に記載のカプセル型医療装置。
（付記項３）　前記カプセル本体の長手中心軸に対して略対称位置に前記磁石を複数配置
したことを特徴とする付記項１に記載のカプセル型医療装置。
【００７８】
（付記項４）　前記磁石による回転運動を推進力に変換するための推力発生部を前記カプ
セル本体に配置し、このカプセル本体の長手中心軸上に本体重心を略一致させる構成とし
たことを特徴とする付記項１に記載のカプセル型医療装置。
【００７９】
（付記項５）　前記磁石による回転運動を推進力に変換するための推力発生部を前記カプ
セル本体に配置し、このカプセル本体の少なくとも一端に前方又は前方斜視の観察視野方
向を有する観察手段を配置したことを特徴とする付記項１に記載のカプセル型医療装置。
【００８０】
（付記項６）　少なくとも前記カプセル本体の一端に先端側がこの本体外径より細径にし
た可撓性挿入部を設け、この可撓性挿入部外面の少なくとも一部に前記磁石による回転運
動を推進力に変換する推力発生部を配置したことを特徴とする付記項１に記載のカプセル
型医療装置。
【００８１】
（付記項７）　前記磁石がフェライト磁石であることを特徴とする付記項１に記載のカプ
セル型医療装置。
（付記項８）　前記磁石が希土類系磁石であることを特徴とする付記項１に記載のカプセ
ル型医療装置。
（付記項９）　前記磁石がプラチナ磁石であることを特徴とする付記項１に記載のカプセ
ル型医療装置。
【００８２】
（付記項１０）　前記磁石がアルニコ（ AlNiCo）磁石であることを特徴とする付記項１に
記載のカプセル型医療装置。
（付記項１１）　前記磁石が鉄・クロム・コバルト磁石であることを特徴とする付記項１
に記載のカプセル型医療装置。
（付記項１２）　前記磁石が電磁コイルであることを特徴とする付記項１に記載のカプセ
ル型医療装置。
【００８３】
（付記項１３）　前記磁石は、円盤状又はリング状に形成されることを特徴とする付記項
２に記載のカプセル型医療装置。
（付記項１４）　前記磁石は、棒状に形成されることを特徴とする付記項２又は３に記載
のカプセル型医療装置。
【００８４】
（付記項１５）　前記カプセル本体の少なくとも一端に前方又は前方斜視の観察視野方向
を有する観察手段を配置したことを特徴とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療
装置。
（付記項１６）　観察手段を前記カプセル本体の長手方向両端付近に複数設けたことを特
徴とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療装置。
【００８５】
（付記項１７）　前記カプセル本体を複数の硬質部と、これら複数の硬質部を連結する細
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径軟質部とから構成し、これら複数の硬質部及び細径軟質部の両方に推力発生部を設けた
ことを特徴とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療装置。
【００８６】
（付記項１８）　前記カプセル本体を硬質部と、この硬質部に連結され、外径が徐々に細
くなる軟質部とから構成し、前記カプセル本体の全長が被検体の大腸管腔の最大径より長
くなるように構成したことを特徴とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療装置。
【００８７】
（付記項１９）　前記磁石の外周側極性及び磁気引力を生じて、前記カプセル本体を磁気
引力で吸い寄せる磁石又は磁性体を先端付近に配置した紐状回収具を付帯したことを特徴
とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療装置。
（付記項２０）　前記推力発生部は、前記カプセル本体の外面に突出した螺旋状部である
ことを特徴とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療装置。
【００８８】
（付記項２１）　前記磁石は、前記カプセル本体の長手方向軸と直角方向に磁化方向を有
することを特徴とする付記項１ないし３に記載のカプセル型医療装置。
【００８９】
（付記項２２）　前記希土類系磁石がサマリウムコバルト磁石であることを特徴とする付
記項１１に記載のカプセル型医療装置。
（付記項２３）　前記希土類系磁石がネオジウム磁石であることを特徴とする付記項１１
に記載のカプセル型医療装置。
【００９０】
　（付記項２４）　前記磁石を複数に分け、これら複数の磁石の合成磁力が強める向きに
配置したことを特徴とする付記項１５に記載のカプセル型医療装置。
　（付記項２５）　前記推 発生部を前記観察手段の観察の妨げにならない位置に配置し
たことを特徴とする付記項１５又は１６に記載のカプセル型医療装置。
【００９１】
（付記項２６）　被検体内で検査、治療又は処置などの医療行為を行うカプセル本体と、
このカプセル本体の少なくとも一部に設け、被検体外の外部磁力に磁気的に作用される磁
石と、を備えたカプセル型医療装置において、
前記磁石による回転運動を推進力に変換するための推力発生部を前記カプセル本体に配置
し、このカプセル本体の長手中心軸上に本体重心を略一致させる構成としたことを特徴と
するカプセル型医療装置。
【００９２】
（付記項２７）　前記カプセル本体の長手中心軸上に前記磁石の中心軸を略一致させたこ
とを特徴とする付記項２６に記載のカプセル型医療装置。
（付記項２８）　前記カプセル本体の長手中心軸に対して略対称位置に前記磁石を複数配
置したことを特徴とする付記項２６に記載のカプセル型医療装置。
【００９３】
（付記項２９）　前記磁石は、円盤状又はリング状に形成されることを特徴とする付記項
２７に記載のカプセル型医療装置。
（付記項３０）　前記磁石は、棒状に形成されることを特徴とする付記項２７又は２８に
記載のカプセル型医療装置。
【００９４】
（付記項３１）　前記カプセル本体の少なくとも一端に前方又は前方斜視の観察視野方向
を有する観察手段を配置したことを特徴とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型
医療装置。
（付記項３２）　観察手段を前記カプセル本体の長手方向両端付近に複数設けたことを特
徴とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型医療装置。
【００９５】
（付記項３３）　前記カプセル本体を複数の硬質部と、これら複数の硬質部を連結する細
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径軟質部とから構成し、これら複数の硬質部及び細径軟質部の両方に推力発生部を設けた
ことを特徴とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型医療装置。
【００９６】
（付記項３４）　前記カプセル本体を硬質部と、この硬質部に連結され、外径が徐々に細
くなる軟質部とから構成し、前記カプセル本体の全長が被検体の大腸管腔の最大径より長
くなるように構成したことを特徴とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型医療装
置。
【００９７】
（付記項３５）　前記磁石の外周側極性及び磁気引力を生じて、前記カプセル本体を磁気
引力で吸い寄せる磁石又は磁性体を先端付近に配置した紐状回収具を付帯したことを特徴
とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型医療装置。
【００９８】
（付記項３６）　前記推力発生部は、前記カプセル本体の外面に突出した螺旋状部である
ことを特徴とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型医療装置。
（付記項３７）　前記磁石は、前記カプセル本体の長手方向軸と直角方向に磁化方向を有
することを特徴とする付記項２６ないし２８に記載のカプセル型医療装置。
【００９９】
（付記項３８）　前記磁石を複数に分け、これら複数の磁石の合成磁力が強める向きに配
置したことを特徴とする付記項３４に記載のカプセル型医療装置。
（付記項３９）　前記推進発生部を前記観察手段の観察の妨げにならない位置に配置した
ことを特徴とする付記項３４又は３５に記載のカプセル型医療装置。
【０１００】
（付記項４０）　被検体内で検査、治療又は処置などの医療行為を行うカプセル本体と、
このカプセル本体の少なくとも一部に設け、被検体外の外部磁力に磁気的に作用される磁
石と、を備えたカプセル型医療装置において、
前記磁石による回転運動を推進力に変換するための推力発生部を前記カプセル本体に配置
し、このカプセル本体の少なくとも一端に前方又は前方斜視の観察視野方向を有する観察
手段を配置したことを特徴とするカプセル型医療装置。
【０１０１】
（付記項４１）　前記観察手段を前記カプセル本体の長手方向両端付近に複数設けたこと
を特徴とする付記項４０に記載のカプセル型医療装置。
（付記項４２）　前記複数の観察手段は、前記カプセル本体の長手方向両端の前方又は前
方斜視の観察視野方向を有することを特徴とする付記項４１に記載のカプセル型医療装置
。
【０１０２】
（付記項４３）　前記複数の観察手段のうち１つは、前記カプセル本体の略側方の観察視
野方向を有することを特徴とする付記項４１に記載のカプセル型医療装置。
（付記項４４）　前記カプセル本体を複数の硬質部と、これら複数の硬質部を連結する細
径軟質部とから構成し、これら複数の硬質部及び細径軟質部の両方に推力発生部を設けた
ことを特徴とする付記項４１ないし４３に記載のカプセル型医療装置。
【０１０３】
（付記項４５）　被検体内で検査、治療又は処置などの医療行為を行うカプセル本体と、
このカプセル本体の少なくとも一部に設け、被検体外の外部磁力に磁気的に作用される磁
石と、を備えたカプセル型医療装置において、
少なくとも前記カプセル本体の一端に先端側がこの本体外径より細径にした可撓性挿入部
を設け、この可撓性挿入部外面の少なくとも一部に前記磁石の回転運動を推進力に変換す
る推力発生部を配置したことを特徴とするカプセル型医療装置。
【０１０４】
（付記項４６）　前記可撓性挿入部は、前記カプセル本体と着脱可能であることを特徴と
する付記項４５に記載のカプセル型医療装置。
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（付記項４７）　前記可撓性挿入部は、軟性ゴム又は合成樹脂であり、長手方向には縮ま
ないが、外周方向に屈曲可能であることを特徴とする付記項４６に記載のカプセル型医療
装置。
【０１０５】
（付記項４８）　前記磁石を前記可撓性挿入部内に配置したことを特徴とする付記項４５
ないし４７に記載のカプセル型医療装置。
（付記項４９）　前記可撓性挿入部の他端付近に、観察・測定などの検査、治療又は処置
の少なくとも１つの医療行為を行う手段を具備したことを特徴とする付記項４５ないし４
８に記載のカプセル型医療装置。
【０１０６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、偏芯運動等の無駄な動きをすることなく、管腔管路
内をスムーズに目的部位まで到達可能なカプセル型医療装置を実現できる。更に本発明に
よれば、無駄な動きを減らした分、磁気誘導効率が良くなるので、カプセル本体内の磁石
、外部装置の磁石の両方又は一方の小型化が可能なカプセル型医療装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態を備えた医療システムを示す全体構成図
【図２】第１の実施の形態のカプセル型医療装置を示す回路ブロック図
【図３】図２のカプセル型医療装置の構成を示す構成図
【図４】薬剤散布用のカプセル型医療装置を示す構成図
【図５】処置具収納部及び超音波部を有するカプセル型医療装置を示す説明図
【図６】進行方向の後方側に螺旋部を着脱自在に設けると共に、観察装置を進行方向の後
方側に設けて構成したカプセル型医療装置を示す断面図
【図７】磁石を複数設け、カプセル本体の長手中心軸上に対称に配置して構成したカプセ
ル型医療装置を示す断面図
【図８】進行方向側に螺旋部を着脱自在に設けると共に、観察装置を進行方向の後方側に
設けて構成したカプセル型医療装置を示す断面図
【図９】内視鏡の処置具挿通用チャンネルに挿通したカプセル回収具により回収されるカ
プセル型医療装置を示す説明図
【図１０】観察装置を配置した部分と、磁石及び螺旋部を配置した部分との２つにカプセ
ル本体を分割可能に構成したカプセル型医療装置を示す説明図
【図１１】螺旋部を設けた部分を可撓性軟性部で形成したカプセル型医療装置を示す説明
図
【図１２】他の可撓性軟性部を有するカプセル型医療装置を示す説明図
【図１３】可撓性軟性部に螺旋部を設けるのでなく、進行方向の後方側に設けて構成した
カプセル型医療装置を示す説明図
【図１４】可撓性軟性部をカプセル本体に着脱自在に装着可能に構成したカプセル型医療
装置を示す説明図
【図１５】本発明の第２の実施の形態のカプセル型医療装置を示す説明図
【図１６】図１５のカプセル型医療装置の管腔内部での動作を示す説明図
【図１７】管腔臓器の最大径に対して、カプセル本体の硬質長と可撓性軟性部の軟質長と
の関係を示す説明図
【図１８】図１５のカプセル型医療装置の管腔臓器内の屈曲部や細径部等での動作を示す
説明図
【図１９】可撓性軟性部の外周面に針金状部材を接着固定して螺旋部を形成したカプセル
型医療装置を示す外観図
【図２０】可撓性軟性部をボール状の磁石を内蔵して形成したボール状突起部を複数形成
して構成したカプセル型医療装置を示す説明図
【図２１】図２０のカプセル型医療装置の管腔内部での動作を示す説明図
【図２２】本発明の第３の実施の形態のカプセル型医療装置を示す説明図
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【図２３】図２２のカプセル型医療装置の変形例を示す説明図
【符号の説明】
１　　　　　　　　…カプセル型医療装置
１Ａ　　　　　　　…カプセル本体
３　　　　　　　　…体外装置
４　　　　　　　　…医療システム
５　　　　　　　　…磁気誘導装置
２１　　　　　　　…無線アンテナ
２２　　　　　　　…無線送受信回路
２３　　　　　　　…照明装置
２４　　　　　　　…観察装置
２５　　　　　　　…デジタル信号処理回路
２６　　　　　　　…バッテリ部
３６　　　　　　　…磁石
３７　　　　　　　…螺旋部（推力発生部）
３８　　　　　　　…長手中心軸
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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